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(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】  遮光膜を使用し、高い反射率を維持しつつ、
かつ高コントラストを実現できる、プラスチック基板を
用いた液晶表示装置を提供する。
【解決手段】  対向配置される１対の透明樹脂基板１、
２間に液晶が封入され、１表示単位に相当するドットが
マトリックス状に形成され、１つの透明樹脂基板２に
赤、緑、青の各色からなる前記ドットに対応して配置さ
れたカラーフィルタおよび遮光膜８ａと、散乱反射膜７
を備える反射型液晶表示装置において、赤、緑、青の３
ドットの画素９、１０、１１からなる基準パターン中の
遮光膜８ａの面積割合αを、１％≦α≦２５％とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  対向配置される１対の透明樹脂基板間に
液晶が封入され、１表示単位に相当するドットがマトリ
ックス状に形成され、１つの前記透明樹脂基板に赤、
緑、青の各色からなる前記ドットに対応して配置された
カラーフィルタおよび遮光膜と、散乱反射膜を備える反
射型液晶表示装置において、
赤、緑、青の３ドットの画素からなる基準パターン中の
前記遮光膜の面積割合αを、１％≦α≦２５％としたこ
とを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】  １枚の偏光板を備えたことを特徴とする
請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】  前記液晶のツイスト角度が１８０度以上
であることを特徴とする請求項１または請求項２に記載
の液晶表示装置。
【請求項４】  少なくとも１枚の位相差板を備えたこと
を特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれかに記載
の液晶表示装置。
【請求項５】  ＯＦＦ電圧印加時に明表示をし、ＯＮ電
圧印加時に暗表示をすることを特徴とする請求項１ない
し請求項４のいずれかに記載の液晶表示装置。
【請求項６】  前記液晶は二色性色素を含んでいること
を特徴とする請求項１または請求項２に記載の液晶表示
装置。
【請求項７】  前記遮光膜部分の透過率βが０％≦β≦
８０％であることを特徴とする請求項１ないし請求項６
のいずれかに記載の液晶表示装置。
【請求項８】  前記遮光膜の前記透過率βは、前記遮光
膜材料の色素濃度によって制御されたことを特徴とする
請求項７に記載の液晶表示装置。
【請求項９】  前記遮光膜の前記透過率βは、前記遮光
膜の膜厚によって制御されたことを特徴とする請求項７
に記載の液晶表示装置。
【請求項１０】  前記散乱反射膜は、銀、アルミニウム
または銀合金から成ることを特徴とする請求項１ないし
請求項９のいずれかに記載の液晶表示装置。
【請求項１１】  前記散乱反射膜が、画素電極として用
いられることを特徴とする請求項１ないし請求項１０の
いずれかに記載の液晶表示装置。
【請求項１２】  前記散乱反射膜の透過率γが０％≦γ
≦５０％であることを特徴とする請求項１ないし請求項
１１のいずれかに記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置に関
するものである。
【０００２】
【従来の技術】近年、携帯電話における液晶表示装置
は、カラー化が進んでいる。特に、反射プラスチックＳ
ＴＮカラー液晶表示装置は、低価格および耐衝撃性、軽
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量化の観点から求められている。
【０００３】従来より、液晶表示装置には、ガラス基板
が用いられるのが一般的ではあるが、近年では、プラス
チック基板の開発も盛んに進められている。例えば、Ｔ
Ｎ液晶表示装置については、厚み０．１～０．３ｍｍの
ポリエーテルスルフォン（以下、ＰＥＳとする）、ポリ
カーボネート（以下、ＰＣとする）などのプラスチック
基材が開発され、量産化されている。また、例えば、前
記ＰＥＳ、ＰＣよりもさらに表面平坦性の優れたプラス
チック基材として、アクリル系樹脂、あるいはエポキシ
系樹脂を用いることが、特開平１０－５４９８０号公報
に記載されている。
【０００４】ところで、反射型液晶表示装置におけるカ
ラーでの動作モードとして現在使用されているものは、
電源ＯＦＦ時に表示が黒であるノーマリーブラックモー
ド（以下、ＮＢモードとする）である。しかし、白地に
黒を表示しているような携帯電話の液晶表示装置におい
て、ＮＢモードよりも明るく、省電力の観点からパーシ
ャル表示が可能なノーマリーホワイト（以下、ＮＷモー
ドとする）モードが必要とされている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、ＳＴＮ
方式ではツイスト角度を上げて急峻性をかせいでも、Ｔ
ＦＴ方式に比べ十分な電圧範囲が確保できない。そのた
め、現段階でのＳＴＮ方式のＮＷモードにおいて、遮光
膜を使用しない設計では、ＮＢモード並の最適光学設計
をしても、画素電極間の影響で黒が浮いてしまい、コン
トラストが実用レベルに達しない。また、遮光膜を使用
すれば、コントラストは実用レベルに達する。しかし、
反射率はＮＢモード並になる。これでは、ＮＷモードの
優位性がなくなってしまう。そのため、白地に黒を表示
しているような携帯電話の液晶表示装置においても、Ｎ
Ｗモードは使用されないでいる。一方、ＮＢモードで表
示する場合においても遮光膜を使用して、よりよい表示
が可能であることが望ましい。
【０００６】本発明は、かかる事情に鑑みなされたもの
であり、遮光膜を使用し、高い反射率を維持しつつ、か
つ高コントラストを実現できる、プラスチック基板を用
いた液晶表示装置を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】本発明の液晶表示装置
は、対向配置される１対の透明樹脂基板間に液晶が封入
され、１表示単位に相当するドットがマトリックス状に
形成され、１つの前記透明樹脂基板に赤、緑、青の各色
からなる前記ドットに対応して配置されたカラーフィル
タおよび遮光膜と、散乱反射膜を備える反射型液晶表示
装置において、赤、緑、青の３ドットの画素からなる基
準パターン中の前記遮光膜の面積割合αを、１％≦α≦
２５％とする。それにより、高い反射率と、高コントラ
ストを実現することができる。
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【０００８】また、好ましくは、１枚の偏光板を備えて
いる。
【０００９】さらに、好ましくは、前記液晶のツイスト
角度が１８０度以上である。
【００１０】さらに、好ましくは、少なくとも１枚の位
相差板を備えている。
【００１１】さらに、好ましくは、ＯＦＦ電圧印加時に
明表示をし、ＯＮ電圧印加時に暗表示をする。それによ
り、白地に黒を表示しているような液晶表示装置におい
て、明るく、省電力で表示できる。
【００１２】さらに、好ましくは、前記液晶が二色性色
素を含んでいる。それにより、ゲストホストモードの液
晶表示装置において、高い反射率と、高コントラストを
実現することができる。
【００１３】さらに、好ましくは、前記遮光膜部分の透
過率βが０％≦β≦８０％である。
【００１４】さらに、好ましくは、前記遮光膜の前記透
過率βは、前記遮光膜材料の色素濃度によって制御され
る。それにより、容易に前記遮光膜の前記透過率βを制
御できる。
【００１５】さらに、好ましくは、前記遮光膜の前記透
過率βは、前記遮光膜の膜厚によって制御される。
【００１６】さらに、好ましくは、前記散乱反射膜は、
銀、アルミニウムまたは銀合金から成る。
【００１７】さらに、好ましくは、前記散乱反射膜が、
画素電極として用いられる。
【００１８】さらに、好ましくは、前記散乱反射膜の透
過率γが０％≦γ≦５０％である。
【００１９】
【発明の実施の形態】本発明の実施の形態にかかる液晶
表示装置について図面を用いて説明する。図１は本発明
の実施の形態にかかる液晶表示装置の断面図である。
【００２０】この液晶表示装置は、ＯＦＦ電圧印加時に
は明表示であり、ＯＮ電圧印加時には、暗表示であるＮ
Ｗモードであり、１表示単位に相当するドットがマトリ
ックス状に形成された反射型液晶表示装置である。図１
において、１は上部基板、２は下部基板、３はＣＦ・遮
光膜、４は液晶、５は複屈折フィルム、６は偏光板、７
は散乱反射膜である。各部材について、形成工程に従っ
て説明する。
【００２１】上部基板１は、透明樹脂からなるプラスチ
ック基板であり、ポリエーテルスルフォンを基材とした
ものである。上部基板１の液晶４側の面には、インジウ
ム・錫・オキサイド（以下、ＩＴＯとする）が蒸着され
ている。
【００２２】下部基板２は、上部基板１と同様に、ポリ
エーテルスルフォンを基材としたプラスチック基板であ
る。下部基板２の液晶４側の面には、ＣＦ・遮光膜３が
形成されている。ＣＦ・遮光膜３は、カラーフィルタお
よび遮光膜からなる層である。以下にその形成方法を説
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明する。まず、遮光膜は、下部基板２のオーバーコート
層（図示せず）を介して、遮光膜材料であるカーボンを
分散した遮光膜形成用レジストを塗布し、フォトリソグ
ラフィーで形成する方法によって形成される。前記遮光
膜の透過率βは前記カーボンの分散量を調節することで
制御され、０％≦β≦８０％とされる。なお、前記遮光
膜の透過率βは、前記遮光膜材料に応じて、前記遮光膜
材料の色素濃度または、前記遮光膜部分の膜厚によって
制御される。次に、カラーフィルタ（以下、ＣＦとす
る）は、印刷版に形成したパターンをブランケットを介
して下部基板２表面に転写して、赤、緑、青のストライ
プ配列で形成される。
【００２３】ＣＦ・遮光膜３上には、オーバーコート層
（図示せず）を介して下部基板２の電極として、ＩＴＯ
が蒸着される。
【００２４】遮光膜は、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）
の３ドットの画素からなる基準パターン中に占める面積
割合αが、１％≦α≦２５％となるように形成される。
【００２５】上部基板１および下部基板２に形成された
前記ＩＴＯは、エッチングによりそれぞれストライプ状
のパターン電極に形成され、マトリックス状にセルが形
成される。上部基板１および下部基板２の前記各ＩＴＯ
上には配向膜が形成され、ラビングによってツイスト角
度が例えば、２４０度となるように配向処理がなされて
いる。なお、ツイスト角度は、１８０度以上の適当な角
度であればよい。
【００２６】上部基板１上の周囲部分にはガラスファイ
バを混入した紫外線硬化性シール樹脂が印刷される。下
部基板２上には、例えば直径６．３μｍの樹脂ビーズが
散布される。上部基板１と下部基板２を互いに貼り合わ
せ、紫外線照射によりシール樹脂が、硬化後熱処理され
る。その後、例えば、Δｎ＝０．１５のエステル系ネマ
ティック液晶が上部基板１と下部基板２との間隙に真空
注入され、紫外線硬化性樹脂で封口された後、紫外線に
より硬化される。なお、以上の工程において、加熱条件
はすべて１６０℃以下とされる。
【００２７】上部基板１上には、リタデーション値が例
えば６００ｎｍの複屈折フィルム５（位相差板）が、遅
相軸が正面視角方向から４５度になるように貼り合わせ
られる。複屈折フィルム５は、例えば、リタデーション
値が４００ｎｍの複屈折フィルムとリタデーション値が
６００ｎｍの複屈折フィルムとの２枚の複屈折フィルム
を互いの遅相軸が３０度になるように貼り合わせたもの
を用いても同様の効果を得ることができる。
【００２８】さらに、複屈折フィルム５上には、吸収軸
が正面視角方向と同じ方向になるように偏光板６が貼り
合わされる。
【００２９】下部基板２の下側の面には、銀を蒸着した
フィルムである散乱反射膜７が貼り付けられる。散乱反
射膜７の透過率γは、０％≦γ≦５０％の適当な値とさ
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れる。なお、散乱反射膜７は、銀以外であってもよく、
アルミニウムまたは銀合金等によって形成されればよ
い。また、散乱反射膜７が、画素電極の機能を有するよ
うにしてもよい。
【００３０】以上、説明した図１の液晶表示装置におい
て、遮光膜の面積割合αが異なるそれぞれの実施の形態
において図を参照しながら、以下に説明する。
【００３１】（実施の形態１）図２は、本発明の実施の
形態１における遮光膜の構成を示す平面図である。画素
の基本パターンは、Ｒの画素９、Ｇの画素１０、Ｂの画
素１１の３ドットで１単位が構成される略矩形である。
遮光膜８ａは、略矩形の画素の基本パターンの外周上に
形成される。
【００３２】図２の構成を用いた液晶表示装置の、基本
パターン全体に対する遮光膜８ａの面積割合αは７．９
％、遮光膜８ａ部分の透過率βは０％とした。このと
き、白状態の積分球反射率が１１．１％、コントラスト
が３．９であった。
【００３３】これに対して、遮光膜８ａを使用していな
い液晶表示装置における白状態の積分球反射率が１２．
０％であり、コントラストが３．２であった。
【００３４】このように、実施の形態１の液晶表示装置
は、遮光膜８ａを使用していない液晶表示装置と同程度
の高い反射率と、遮光膜８ａを使用していない液晶表示
装置よりも高いコントラストを実現している。また、Ｎ
Ｂモードよりも明るく、かつ高コントラストである。
【００３５】（実施の形態２）図３は、本発明の実施の
形態２における遮光膜の構成を示す平面図である。実施
の形態２の液晶表示装置は、実施の形態１の液晶表示装
置と基本構成は同一である。異なる点は、実施の形態２
の遮光膜８ｂの面積割合αが、実施の形態１の遮光膜８
ａの面積割合αと異なる点である。そのため、図３に示
すように、遮光膜８ｂの形状は、略矩形の画素の基本パ
ターンのＲ、Ｇ、Ｂの画素９、１０、１１の縦方向の境
界上に形成される。
【００３６】図３の構成を用いた液晶表示装置の、基本
パターン全体に対する遮光膜８ｂの面積割合αは１２．
０％、遮光膜８ｂ部分の透過率βは４４．７％とした。
このときの、白状態の積分球反射率が１１．０％、コン
トラストは４．１であった。
【００３７】このように、実施の形態２の液晶表示装置
は、上述した、遮光膜８ｂを使用していない液晶表示装
置と同程度の高い反射率と、遮光膜８ｂを使用していな
い液晶表示装置よりも高いコントラストを実現してい
る。また、ＮＢモードよりも明るく、かつ高コントラス
トである。
【００３８】（比較例１）比較例１における液晶表示装
置は、図３の構成を用いた液晶表示装置と基本的には同
一構成とし、遮光膜８ｂの線幅は細くして、面積割合α
を０．９％にし、遮光膜８ｂ部分の透過率βを０％とし
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た。このとき、白状態の積分球反射率は１１．９％と高
い反射率ではあったが、コントラストは３．３であっ
た。このように、比較例１の液晶表示装置は、上述した
遮光膜８ｂを使用していない液晶表示装置と比べて、ほ
とんど性能の向上が見られなかった。
【００３９】（比較例２）比較例２における液晶表示装
置は、図３の構成を用いた液晶表示装置と基本的には同
一構成とし、遮光膜８ｂの線幅を太くして、面積割合α
を２６％にし、遮光膜８ｂ部分の透過率βを最適点の７
４％とした。このとき、白状態の積分球反射率は１１．
９％と高い反射率ではあったが、コントラストは３．３
であった。このように、比較例２の液晶表示装置は、上
述した遮光膜８ｂを使用していない液晶表示装置と比べ
て、ほとんど性能の向上が見られなかった。
【００４０】（比較例３）比較例３における液晶表示装
置は、図３の構成を用いた液晶表示装置と基本的には同
一構成とし、遮光膜８ｂ部分の透過率βを８１％にし
て、遮光膜８ｂの線幅を最適にし、面積割合αを１２％
にしている。このとき、白状態の積分球反射率は１１．
６％と高い反射率ではあったが、コントラストが３．５
であった。このように、比較例３の液晶表示装置は、上
述した遮光膜８ｂを使用していない液晶表示装置と比べ
て、ほとんど性能の向上が見られなかった。
【００４１】（実施の形態３）図４は、本発明の実施の
形態３における遮光膜の構成を示す平面図である。実施
の形態３の液晶表示装置は、実施の形態１の液晶表示装
置と基本構成は同一である。異なる点は、実施の形態３
の遮光膜８ｃの面積割合αが、実施の形態１の遮光膜８
ａの面積割合αと異なる点である。そのため、図４に示
すように、遮光膜８ｃの形状は、略矩形の画素の基本パ
ターンの外周上、および、Ｒ、Ｇ、Ｂの画素９、１０、
１１の縦方向の境界上に形成されている。なお、基板
１、２には、ポリカーボネートを基材としたものを用い
た。
【００４２】図４の構成を用いた液晶表示装置の、基本
パターン全体に対する遮光膜８ｃの面積割合αは１８．
６％、遮光膜８ｃ部分の透過率βは６３．２％とした。
このときの、白状態の積分球反射率が１０．８％、コン
トラストは３．８であった。
【００４３】このように、実施の形態３の液晶表示装置
は、上述した、遮光膜８ｃを使用していない液晶表示装
置と同程度の高い反射率と、遮光膜８ｃを使用していな
い液晶表示装置よりも高いコントラストを実現してい
る。また、ＮＢモードよりも明るく、かつ高コントラス
トである。
【００４４】（実施の形態４）図５は、本発明の実施の
形態２における遮光膜の構成を示す平面図である。実施
の形態４の液晶表示装置は、実施の形態１の液晶表示装
置と基本構成は同一である。異なる点は、実施の形態４
の遮光膜８ｄの面積割合αが、実施の形態１の遮光膜８
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7
ａの面積割合αと異なる点である。そのため、図５に示
すように、遮光膜８ｄの形状は、略矩形の画素の基本パ
ターンのＲ、Ｇ、Ｂの画素９、１０、１１の縦方向の境
界上に形成され、かつ各縦方向の境界の中心部分には形
成されない。なお、基板１、２には、アクリル系樹脂を
基材としたものを用いた。
【００４５】図５の構成を用いた液晶表示装置の、基本
パターン全体に対する遮光膜８ｄの面積割合αは１２．
０％、遮光膜８ｄ部分の透過率βは０％とした。このと
きの、白状態の積分球反射率は１０．６％、コントラス
トは３．７であった。
【００４６】このように、実施の形態４の液晶表示装置
は、上述した、遮光膜８ｄを使用していない液晶表示装
置と同程度の高い反射率と、遮光膜８ｄを使用していな
い液晶表示装置よりも高いコントラストを実現してい
る。また、ＮＢモードよりも明るく、かつ高コントラス
トである。
【００４７】（実施の形態５）図６は、本発明の実施の
形態５における遮光膜の構成を示す平面図である。実施
の形態５の液晶表示装置は、実施の形態１の液晶表示装
置と基本構成は同一である。異なる点は、実施の形態５
の遮光膜８ｅの面積割合αが、実施の形態１の遮光膜８
ａの面積割合αと異なる点である。そのため、図６に示
すように、遮光膜８ｅの形状は、略矩形の画素の基本パ
ターンの外周上、および、Ｒ、Ｇ、Ｂの画素９、１０、
１１の縦方向の境界上に形成され、かつ各縦方向の境界
の中心部分には形成されていない。なお、基板１、２に
は、エポキシ系樹脂を基材としたものを用いた。
【００４８】図６の構成を用いた液晶表示装置の、基本
パターン全体に対する遮光膜８ｅの面積割合αは１７．
０％、遮光膜８ｅ部分の透過率βは４４．７％とした。
このときの、白状態の積分球反射率は１０．５％、コン
トラストは３．７であった。
【００４９】このように、実施の形態５の液晶表示装置
は、上述した、遮光膜８ｅを使用していない液晶表示装
置と同程度の高い反射率と、遮光膜８ｅを使用していな
い液晶表示装置よりも高いコントラストを実現してい
る。また、ＮＢモードよりも明るく、かつ高コントラス
トである。
【００５０】（実施の形態６）実施の形態６の液晶表示
装置は、実施の形態１の液晶表示装置と基本構成は、同
一である。異なる点は、散乱反射膜７の形成において、
銀の蒸着量を調節して、散乱反射膜７の透過率を２０％
として、半透過型液晶表示装置としたことである。な
お、遮光膜８ａ部分の透過率βは０％とした。
【００５１】実施の形態６の液晶表示装置は、白状態の
積分球反射率が１１．１％、コントラストが３．３であ
った。
【００５２】これに対して、遮光膜８ａを使用していな
い半透過型液晶表示装置における白状態の積分球反射率*
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*は１２．０％であり、コントラストが２．８であった。
【００５３】このように、実施の形態６の液晶表示装置
は、遮光膜８ａを使用していない液晶表示装置と同程度
の高い反射率と、遮光膜８ａを使用していない液晶表示
装置よりも高いコントラストを実現している。また、Ｎ
Ｂモードよりも明るく、かつ高コントラストである。
【００５４】（実施の形態７）図７は本発明の実施の形
態７にかかる液晶表示装置の断面図である。本発明の実
施の形態７にかかる液晶表示装置の画素の基本構成は、
断面図が図１で示される実施の形態１～６の液晶表示装
置と同一である。異なる点は、偏光板と複屈折フィルム
（位相差板）を備えず、液晶４には二色性色素を含む、
いわゆるゲストホストモードの液晶表示装置である点で
ある。なお、図１と同様の要素には、同一符号を付与し
ている。
【００５５】このような構成であっても、上述したよう
に、遮光膜の面積割合αを１％≦α≦２５％となるよう
にすることで、遮光膜を使用していない液晶表示装置と
同程度の高い反射率と、遮光膜を使用していない液晶表
示装置よりも高いコントラストを実現する。また、ＮＢ
モードよりも明るく、かつ高コントラストである。
【００５６】以上のように、実施の形態にかかる液晶表
示装置は、プラスチック基板を備え、Ｒ（赤）、Ｇ
（緑）、Ｂ（青）の３ドットの画素９、１０、１１から
なる基準パターン中に占める遮光膜８ａ、８ｂ、８ｃ、
８ｄ、８ｅの面積割合αを、１％≦α≦２５％となるよ
うに形成したので、遮光膜８ａ、８ｂ、８ｃ、８ｄ、８
ｅを使用していない液晶表示装置と同程度の高い反射率
と、遮光膜８ａ、８ｂ、８ｃ、８ｄ、８ｅを使用してい
ない液晶表示装置よりも高いコントラストを実現してい
る。また、ＮＢモードよりも明るく、かつ高コントラス
トである。
【００５７】なお、上述した液晶表示装置は、ＮＷモー
ドであったが、ＮＢモードであっても、遮光膜の面積割
合αを、１％≦α≦２５％とすることで、高い反射率
と、高コントラストを実現することができる。
【００５８】
【発明の効果】本発明によれば、プラスチック基板を用
いた反射型液晶表示装置において、赤、緑、青の３ドッ
トの画素からなる基準パターン中の前記遮光膜の面積割
合αが、１％≦α≦２５％となるようにしたので、遮光
膜を使用しない場合に比べて、同程度の高い反射率と、
高いコントラストを実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の実施の形態にかかる液晶表示装置の
断面図
【図２】  本発明の実施の形態１における遮光膜の構成
を示す平面図
【図３】  本発明の実施の形態２における遮光膜の構成
を示す平面図
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【図４】  本発明の実施の形態３における遮光膜の構成
を示す平面図
【図５】  本発明の実施の形態４における遮光膜の構成
を示す平面図
【図６】  本発明の実施の形態５における遮光膜の構成
を示す平面図
【図７】  本発明の実施の形態７にかかる液晶表示装置
の断面図
【符号の説明】
１    上部基板
２    下部基板
３    ＣＦ・遮光膜 *
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*４    液晶
５    複屈折フィルム
６    偏光板
７    散乱反射膜
８ａ  遮光膜
８ｂ  遮光膜
８ｃ  遮光膜
８ｄ  遮光膜
８ｅ  遮光膜
９    Ｒ（赤）の画素
１０  Ｇ（緑）の画素
１１  Ｂ（青）の画素

【図１】 【図２】 【図３】

【図４】 【図５】

【図７】
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